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第１章　目的と条例の位置づけ

第１条　目的

第２条　条例の位置づけ　最高規範性

議会・議員の活動原則の概念

第２章　議会および議員の活動原則

第３条　議会の活動原則 第４条　議員の活動原則 第５条　議員政治倫理

第１項　公平性・透明性・信頼性第１項　議員間の自由な討議と言論の尊重第１項　政治倫理の向上

第２項　通年議会 第２項　多様な意見の把握 第２項　議員政治倫理

第３項　多様な意見の把握　 第３項　町民の福祉向上 第６条　会派

第４項　開かれた議会 第４項　政策立案・提言 第１項　会派の結成

第５項　分かりやすい議会 第５項　自らの議会活動の情報提供 第２項　同一理念の活動

　活動原則
　に基づく
　活動内容

第３章　議会運営 第４章　町民と議会との関係 第５章　議会と町長との関係

第７条　議会運営の原則 第１３条　会議の原則公開 第１８条　町長等との関係

第８条　委員会活動 第１４条　情報公開 第１項　一般質問の形式

第９条　自由討議 第１５条　意見交換の機会 第２項　執行者の反問権

第１０条　政策討議 第１６条　請願と陳情 第１９条　町長等の政策形成過程の説明

第１１条　調査活動 第１７条　意見提案手続 第１項　政策等の背景

第１２条　政務調査費 第２項　他の自治体の類似する政策との比較

第３項　総合計画等における根拠・位置づけ

第４項　実施にかかる費用及び財源

第５項　政策等の効果

第６項　町民参加の有無とその内容

議会を支える体制

第６章　議会の体制整備

第２０条　議員の研修

第２１条　事務局の機能充実

第２２条　図書資料の充実

第２３条　予算の確保

議会改革と条例の検証

第７章　補則

第２４条　条例の見直し
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